
 

品川区食品衛生法の規定に基づく営業許可の有効期間査定の取扱要綱 

制定平成１３年 ３月 ７日 要綱第 １８号 

改正平成１７年１１月 ９日 要綱第 ９２号 

改正平成１８年１１月 １日 要綱第１４１号 

改正平成２１年 ３月１０日 要綱第 ７７号 

改正平成２６年 ９月３０日 要綱第１２７号 

改正平成２７年 ９月２８日 要綱第４９２号 

改正令和 ３年 ６月 １日 要綱第２１７号 

改正令和 ８年 ４月 １日 要綱第 ３２号 

 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、食品取扱施設の営業許可に際し、公正な有効期間の査定について

必要な事項を定め、もって営業許可関係事務の適切な処理を図ることを目的とする。 

 

 （査定方法） 

第２条 食品衛生法施行条例（平成１２年東京都条例第４０号）第３条の規定による施

設基準に合致したものについてのみ別表により年限決定の査定を行う。 

２ 具備する内容が２種以上に該当する場合、低い方によって査定する。 

 

（有効期間の決定） 

第３条 項目別に内容事項を査定し、次のように有効期間を決定する。 

 該当項目数 １０から１２項目まで ８年 

   〃    ７から９項目まで  ７年 

   〃    ４から６項目まで  ６年 

   〃    ３項目以下     ５年 

 

（査定項目） 

第４条 査定項目は次に定めるとおりとする。 

（１）査定基準表の内容事項に該当せず、しかも記載事項と同等以上の目的効力があ

り、優良な材料によって作成され使用に際し設備当初の状態を長期にわたって保

全できると認定できる場合は、その材料を記入のうえ査定するものとする。 

 （２）査定対象となる場所は、許可の対象となる場所をいう。 

 （３）建物は風雨にさらされる外側の部分で査定する。 

 （４）タイルは普通タイル、クリンカタイル等でリノタイル、アスタイル、ビニタイ

ルは含まない。 

 （５）冷蔵庫の内部の棚等は木製も認める。  

 

（例外業種） 

第５条 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）の許可業種のうち、次のものについ

ては、許可有効期間を次のとおりとする。 

   

 

 



 

飲食店営業（天ぷら船）              ５年 

飲食店営業（移動）                ５年 

飲食店営業（臨時）                ５年 

飲食店営業（従事者が常駐せず全自動調理機により 

調理された食品を販売する営業）          ５年 

飲食店営業（自動車）               ５年 

食肉処理業（自動車）               ５年 

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、 

調理された食品を販売する営業           ５年 

 

   付 則 

１ この要綱は、平成１３年３月７日から適用する。 

２ この要綱の施行期日前に許可を受けたものにあっては、その有効期限満了日ま 

では、なお従前の例によるものとする。 

   付 則 

この要綱は、平成１７年１１月９日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成１８年１１月１日から適用する。 

  付 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

   付 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から適用する。 

   付 則 

この要綱は、平成２７年１０月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和３年６月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日から適用する。 

 



 

別表 

 

有効期間査定基準表 

 

建   物 鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造り 

天井・内壁 コンクリート､モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 

天井の構造 パイプ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑 

床・腰張り コンクリート、モルタル、タイル、石材、ステンレス等耐蝕性金属

材 

内壁・床の構造 内壁と床の接合部がＲ構造 

腰壁がある場合には、接合上部が４５度以下の取付構造 

空調設備 機械による室温管理 

洗浄設備 ステンレス等耐蝕性金属材、陶製、タイル、コンクリート 

保管設備 ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート､石材、ブロック、煉瓦 

冷蔵・冷凍設備 機械式でステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル 

製造・加工・調

理販売設備 

ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル、石材 

給   水 水道法による水道水、小規模給水施設（原水が水道水のもの） 

便   所 水洗式 

  

 

 

 


